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き
れ
い
な
漁
場
を
次
の
世
代
に

　
　
　
●
適
正
給
餌
に
努
め
ま
し
ょ
う

　
　
　
●
漁
場
へ
の
ゴ
ミ
投
棄
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
漁
業
資
源
を
持
続
的
に
利
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、
漁
業
者

に
よ
る
資
源
の
管
理
が
重
要
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
秩
序

あ
る
漁
業
の
操
業
が
大
前
提
と
な
り
ま
す
。

　
県
で
は
漁
業
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
日
夜
、
違
反
漁
業
の

取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
本
年
度
か
ら
は
、
最
新
鋭

取
締
船
の
３
隻
体
制
が
整
い
、
よ
り
効
率
的
、
効
果
的
な
取
り

締
ま
り
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
違
反
者
か
ら
恐
れ
ら
れ
る
最
新
鋭
取
締
船
の
概

要
と
危
険
で
厳
し
い
漁
業
取
締
業
務
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

違法に獲った水産物は違法に獲った水産物は
所持、販売も禁止されています！所持、販売も禁止されています！

　県の漁業調整規則では、
その実効性の観点から、違
法に水産物を獲る行為だけ
でなく、違法に獲った水産物
の所持、販売も禁止しています。
　詳しくは→海洋局ＨＰ「漁業調整・規則」詳しくは→海洋局ＨＰ「漁業調整・規則」

【編集後記】
　警察のお世話に
なったことはほとん
どない（？）が、知
人の現役警察官の
裏話を聞くと、つく
づく常人では務ま
らないと実感する。
そんな私は、日々
我が家の宇宙警察
○○レンジャーに
逮捕されています。

■
強
化
さ
れ
た
体
制

■
強
化
さ
れ
た
体
制

　
県
の
漁
業
取
締
は
、
漁
業
管
理
課

保
安
漁
船
班
が
司
令
塔
と
な
り
、

海
と
河
川
の
漁
業
秩
序
維
持
の
た

め
、
海
か
ら
だ
け
で
な
く
時
に
は
陸

か
ら
も
取
締
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
海
面
の
取
締
体
制
と
し
て
は
、
平

成
十
四
年
か
ら
三
年
間
で
導
入
し

た
最
新
鋭
の
取
締
船
「小
鷹
（室

戸
）」、「く
ろ
し
お
（高
知
）」、「と

さ
か
ぜ
（土
佐
清
水
）」を
配
置
し
、

土
日
、
昼
夜
を
問
わ
な
い
取
り
締

ま
り
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
コ
ラ
ム
】

　
「特
別
司
法
警
察
職
員
」

　
犯
罪
の
捜
査
や
被
疑
者
を
検

挙
す
る
司
法
警
察
活
動
を
行
う

国
等
の
職
員
を
司
法
警
察
職
員

と
い
う
。
最
も
身
近
な
存
在
が

警
察
官
で
、
刑
事
訴
訟
法
で
一

般
司
法
警
察
職
員
と
し
て
規
定

さ
れ
る
。
他
方
、
各
法
律
に
基

づ
き
各
分
野
の
犯
罪
の
捜
査
に

つ
い
て
一
定
の
権
限
を
付
与
さ

れ
た
の
が
特
別
司
法
警
察
職
員

で
あ
る
。
取
締
船
員
は
漁
業
法

に
基
づ
く
特
別
司
法
警
察
職
員

で
、
時
に
は
手
錠
、
留
置
場
を

使
う
こ
と
も
。
違
反
者
よ
、
た
か

が
漁
業
違
反
と
侮
る
な
か
れ
！

■
最
新
鋭
船
の
装
備

■
最
新
鋭
船
の
装
備

　
２
千
馬
力
×
２
基
の
エ
ン
ジ
ン
で
最

大
速
力
は
三
十
五
ノ
ッ
ト
、
横
揺
れ

防
止
の
フ
ィ
ン
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
の

装
備
に
よ
り
十
五
㍍
の
横
風
時
も

難
な
く
航
行
で
き
ま
す
。
ま
た
、
数

㎞
先
で
も
ブ
レ
ず
に
鮮
明
に
見
渡
せ

る
高
感
度
Ｃ
Ｃ
Ｄ
カ
メ
ラ
で
、
夜
間

の
監
視
も
万
全
。
船
尾
に
は
搭
載

　
海
洋
局
で
は
、
地
域
の
漁
業
者

の
合
意
を
前
提
に
、
漁
業
資
源
へ

の
影
響
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、

新
し
い
漁
業
の
導
入
や
、
操
業
区

域
・期
間
な
ど
の
漁
業
規
制
の
緩

和
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
最
近
の
事
例
と
し
て
は
、
高
知

県
で
は
初
と
な
る
宿
毛
湾
な
ど
へ

の
「ま
き
網
漁
業
」の
導
入
や
、
ち

り
め
ん
じ
ゃ
こ
を
獲
る
「機
船
船

び
き
網
漁
業
」の
操
業
期
間
の
延

長
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
規
制
の
緩
和
、
新

た
な
漁
業
の
導
入
と
と
も
に
、
強

力
な
取
締
り
を
車
の
両
輪
と
し
て

漁
業
秩
序
の
維
持
に
務
め
て
い
き

ま
す
。

■
危
険
と
隣
り
合
わ
せ

■
危
険
と
隣
り
合
わ
せ

　
最
近
の
漁
業
違
反
は
、
悪
天
候
時

を
狙
っ
た
り
、
見
張
り
を
置
い
て
携

帯
電
話
で
連
絡
を
取
り
合
う
な
ど
、

益
々
巧
妙
化
・組
織
化
・常
習
化
し

て
き
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
暴
力
団
が
絡
ん
だ
し
ら
す

う
な
ぎ
の
違
反
な
ど
で
は
、
い
か
に

屈
強
な
取
締
船
員
と
い
え
ど
も
、
身

に
危
険
を
感
じ
る
こ
と
さ
え
あ
り

ま
す
。
実
際
、
過
去
に
は
取
締
活
動

中
に
石
が
飛
ん
で
き
た
り
、
脅
迫
を

受
け
た
事
例
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
取
締
船
員
は
、
常
に

危
険
と
隣
り
合
わ
せ
と
い
う
状
況

の
中
、
日
夜
、
地
道
な
取
締
活
動
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
県
の
漁
業

秩
序
を
根
底
で
支
え
て
い
ま
す
。

艇
も
備
え
、
臨
機
応
変
に
対
応
し

ま
す
。

　
航
続
距
離
も
大
幅
に
伸
び
、
数
日

に
渡
る
取
り
締
ま
り
に
も
対
応
で

き
る
よ
う
、
調
理
室
、
寝
室
な
ど
居

住
性
も
向
上
さ
せ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
年
々
巧
妙
化
す
る
漁
業
違

反
に
対
し
て
、
警
察
・海
上
保
安
部

と
の
連
携
の
強
化
、
あ
る
い
は
強
制

捜
査
の
実
施
な
ど
取
締
能
力
の
向

上
も
図
っ
て
お
り
、
平
成
十
五
年
に

は
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
底
び
き

網
違
反
の
検
挙
に
よ
り
知
事
表
彰

を
う
け
る
な
ど
、
着
実
に
実
績
も

上
が
っ
て
い
ま
す
。

高感度ＣＣＤカメラ高感度ＣＣＤカメラ

高速漁業取締船「くろしお」（高知港）高速漁業取締船「くろしお」（高知港）

搭載艇｢第搭載艇｢第22くろしお｣くろしお｣

操舵室操舵室

調理室調理室

寝室寝室

　
ま
た
、
危
険
で
厳
し
い
取
締
業
務

の
中
で
の
一
番
の
喜
び
、
苦
労
が
報

わ
れ
る
瞬
間
は
、
や
は
り
違
反
に

悩
ま
さ
れ
て
い
た
漁
業
者
か
ら
受

け
る
感
謝
の
言
葉
と
、
違
反
か
ら

き
っ
ぱ
り
と
決
別
し
た
漁
業
者
が

秩
序
を
守
っ
て
操
業
を
し
て
く
れ
て

い
る
姿
だ
そ
う
で
す
。

主機関（主機関（max2,000hpmax2,000hp×２×２基）基）

■
規
制
緩
和
と
秩
序
維
持

■
規
制
緩
和
と
秩
序
維
持


